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令和７年度介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業の実施について 

 

 

 

標記については、今般、別紙１「令和７年度介護事業所等に対するサービス継続支援

事業実施要綱」、別紙２「令和７年度介護施設等に対するサービス継続支援事業実施要

綱」及び別紙３「令和７年度介護事業所等に対するサービス継続支援事業及び介護施設

等に対するサービス継続支援事業（都道府県事務分）実施要綱」を定め、令和７年 12

月 16 日から適用することとしたので通知する。 

ついては、貴管内関係者に周知を図るとともに、本事業の円滑な実施について、特段

のご配慮をお願いする。 

 

  



4 

 

（別紙２） 

 

令和７年度介護施設等に対するサービス継続支援事業実施要綱 

 

１ 目的 

  介護施設等は、入所者の栄養・心身の状況等を考慮した食事を提供しなければなら

ないこととされており、24時間 365 日の入所者の生活及び生命維持の基幹となってい

るとともに、療養やリハビリにおいて栄養管理が必須となっている。昨今の物価上昇

などを受け、米をはじめとする食料費について、なおも価格の動きが急激であり、質

の確保された食事の提供という基幹的なサービスの維持が困難な状況にある。 

  このため、物価上昇といった厳しい経営環境の中でも必要な介護サービスを継続し

て提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための緊急的

な支援として食料品の購入費に対する支援を行うことを目的とする。 

 

２ 実施主体 

  本事業の実施主体は、都道府県とする。 

 

３ 事業内容 

  介護サービスを継続して提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービスの質

を確保するための食料品の購入費等に対する支援を行う。 

 助成対象、助成額及び対象経費等の詳細は、別添２のとおり。 

 

４ 経費負担 

（１）本実施要綱により実施する事業については、別に通知する「令和７年度介護保険

事業費補助金（介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業）交付

要綱」の定めるところにより、予算の範囲内で国庫補助（補助率：国 10/10）を行

うものとする。 

（２）介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象としないも

のとする。 

 

５ 留意事項 

(１) 助成の申請手続 

① 経費の助成を受けようとする介護施設等の事業者は、当該事業所等の所在地の

都道府県知事に対してその旨の申請を行う。 

② 複数の介護施設等を有する事業者については、同一の都道府県に所在する介護

施設等について、一括して申請することができる。 

(２) 都道府県の事務 
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都道府県知事は、介護施設等からの申請に基づき、助成の対象となる介護施設等

であるかの確認を行い、助成額を決定する。 

(３) その他 

  本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省老健局

高齢者支援課と協議の上、決定する。 

 

  


